
提

出

者

平

岡

秀

夫

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
提
出

質

問

第

九

八

号

教
育
基
本
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
政
治
的
活
動
」
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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教
育
基
本
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
政
治
的
活
動
」
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書

議
会
制
民
主
主
義
で
あ
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
公
正
・
公
平
な
選
挙
は
民
主
主
義
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し

て
、
一
部
の
者
が
不
当
に
そ
の
地
位
や
権
限
な
ど
を
利
用
し
て
有
権
者
の
判
断
を
歪
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
共
に
、

一
般
の
有
権
者
が
積
極
的
に
選
挙
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
主
義
・
主
張
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
も

ま
た
、
重
要
で
あ
り
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
よ
り
、
以
下
質
問
す
る
。

教
育
基
本
法
第
八
条
第
二
項
で
は
、
「
法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
特
定
の
政
党
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の

政
治
教
育
そ
の
他
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
そ
の
他
政
治
的
活
動
」
と
は
、

公
正
・
公
平
な
選
挙
を
実
現
す
る
た
め
、
学
校
と
い
う
公
共
性
の
高
い
組
織
が
そ
の
地
位
や
権
限
な
ど
を
利
用
し
て
有
権
者
の

判
断
を
歪
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
特
定
の
政
党
を
支
持
し
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
「
政
治
的
活
動
」
に

限
ら
ず
、
何
ら
限
定
が
付
さ
れ
な
い
「
政
治
的
活
動
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
項
に
規
定
す
る
「
そ

の
他
政
治
的
活
動
」
の
範
囲
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


